
令和４年度 校則見直し     ２月１日施行                 令和５年２月１日 施行 

現在のきまり 変更 変更理由 

下着（ポロシャツの下に着るシャツ・服） 

・夏服のポロシャツの下に着る服の色は白色の系統とする。 

・冬服のカッターシャツ、セーラー服の下に着る服の色は、白、黒、

紺、茶色の系統とする。 

 ※色はセーターの色に準ずる 

夏服・冬服の下着ともに 

・色を「白・黒・紺・茶・灰色」などの単色とする。ワンポイント可。 

・派手な柄、色を避ける 

※蛍光色、濃い原色、虹色など複数の色、大きなプリントがないもの。 

※式関係・行事などでは、「白」で統一。 

変更する 

夏服 

・白だとよごれが目立つ 

・サイズによってはない場合がある 

くつ下 

・白色で無地のもの 

・くるぶしが隠れる長さ 

・冬場は無地の黒タイツ 

 

・靴下、タイツともに色を「白・黒・紺・茶・灰色」などの単色とする。小さなロゴなどワンポイント可。 

・派手な柄、色を避ける 

※汚れ防止のソールの色違いは可。 

※タイツの上に靴下は着用しなくてもよい。 

※蛍光色、濃い原色、虹色など複数の色、大きなプリントがないもの。 

※式関係・行事などでは、「白」で統一。タイツをはく場合は、くつ下は着用しなくてもよい。 

変更する 

・よごれが目立つ 

 

 

くつ 

・白い普通の運動靴 

・ロゴもすべて白色 

 

 

・白を基調とした運動靴タイプのもの。 

・ロゴ、ラインが白色以外でも可。 

・「カラフルなもの、大きなプリントがあるもの」など派手な柄を避ける。 

・マジックテープも可。 

・ハイカットはなし。 

変更する 

・よごれが目立つ 

・価格が高いものが多い 

・お店にない、サイズがないなど探すのが困難な場合がある 

かばん 

・大カバンは学校指定のもの 

・サブバッグにはリュックを使用し、黒を基調としたもの 

・キーホルダー類はつけない 

①大カバン 

 ・在校生→使用は自由 

 ・新入生→新規の購入は自由・おさがり使用可 

②リュック 

 ・「白・黒・紺・茶・灰色」を基調とし、派手でないもの 

③サブバック 

 ・リュックの色に準ずる 

 ・手提げなども可 

※終業式など短時間で終了し、荷物が少ない場合は、サブバック（手提げなど）での登校も可。 

変更する 

①大カバン 

 ・価格が高い 

 ・リュックタイプではないため、背負えないなど、機能性が悪い 

 ・荷物が少ない日など、じゃまになる 

変更しない 

 ・キーホルダー類はつけない。 

→リュック等で個人のものを判断できる。 

セーター 

・セーターの色は、白、黒、紺、茶色の系統とする。 

・首元は、V型または丸首でワンポイント可 

・色は「白・黒・紺・茶・灰色」などの単色とする。小さなロゴなどワンポイント可。 

追加  ・学生服、セーラー服の下に着ること 

・派手なものはさける 

変更しない 

・現行のきまりで、問題ない 

手袋、マフラー、ネックウォーマー 

・手袋は色、形は自由 

・マフラーは使用禁止 

・ネックウォーマーの色は、白、黒、紺、 茶色の系統とする。 

・マフラー、ネックウォーマー、手袋の使用は自由 

・色は「白・黒・紺・茶・灰色」を基調としたもの 

・派手なものは避ける。ワンポイントの模様は可。 

変更する 

・ネックウォーマーは外しにくい 

・外すときに髪型がくずれる 

１「下着」「靴下」「カバン」「セーター」「手袋」「マフラー」「ネックウォーマー」 

〇色について 

・「白・黒・紺・茶・灰色」を基調としたものに統一する。 

・「蛍光色、濃い原色、虹色など複数の色、大きなプリント」など派手な柄、色を避ける。 

 〇式関係・行事など 

  ・「下着」「靴下」については、「白」で統一（タイツをはく場合は、靴下は着用しなくてもよい。） 

２「くつ」 

 〇色について 

・白を基調とした運動靴タイプのもの。ロゴ、ラインの色が白色以外でも可。 

・「カラフルなもの、大きなプリントがあるもの」など派手な柄を避ける。 

・マジックテープも可。 

・ハイカットはなし。 


